
大津市防犯カメラ設置事業補助金交付要綱  

（目的）  

第１条 この要綱は、自主防犯活動団体等が防犯カメラ等を設置することに要する経費に対し、

予算の範囲内において補助金を交付し、街頭犯罪等の抑止を図り、もって犯罪のない安全で安

心なまちづくりを推進することを目的とする。  

（補助対象事業）  

第２条 この要綱による防犯カメラ設置事業補助金（以下「補助金」という。）の交付の対象と

なる事業（以下「補助対象事業」という。）は、地域における自主的な防犯活動の一環として、

録画機能があるカメラ及び記録装置等（以下｢カメラ等｣という。）を購入し、特定の場所に継

続的に設置する事業で、次に掲げる全ての要件を満たしたものでなければならない。  

⑴ 本市の区域内に設置されるものであること。  

⑵ 犯罪の防止を目的として、道路、公園、駐車場その他の不特定多数の者が利用する公共の

場所（鉄道駅の構内、商業施設その他補助金の目的に照らし適切でないと認められる場所を

除く。）を撮影するために設置されるものであること。 

⑶ 主に道路等の公共空間を撮影範囲とし、特定の個人及び建物等を監視するものでないこと。  

⑷ 設置完了の日から起算して５年以上適切に維持管理されるものであること。 

⑸ 道路上にカメラ等を設置する場合は、当該道路の占用許可等を受けていること。 

⑹ 私有地にカメラ等を設置する場合は、当該私有地の所有者の承認を受けていること。  

⑺ 防犯カメラの設置を示すプレート等（以下「プレート等」という。)を設置すること。  

⑻  カメラ等の設置に関し、本市の他の補助金の交付を受け、又は受ける予定がないこと。  

⑼  関係法令に違反していないこと。  

⑽  滋賀県警察との間で、カメラ等の設置場所、撮影方向等についての協議が完了しているこ

と。 

⑾ その他市長の定める管理上の指示に従っていること。  

（補助金の交付の対象者）  

第３条 補助金の交付の対象者（以下｢補助対象者｣という。）は、カメラ等の管理を継続的に行

うことが可能と認められる団体であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。  

⑴ 小学校区又はおおむね小学校区と同等と認められる区域において安全で安心なまちづくり

に資する活動に取り組んでいる自主活動団体 

⑵ 学区自治連合会 



⑶ 自治会及び自治会の集合体 

（補助対象経費）  

第４条 補助金の交付の対象となる経費（以下｢補助対象経費｣という。）は、カメラ等の設置に

必要な経費とする。ただし、次に掲げるものは除く。  

⑴ 維持又は管理に要する経費  

⑵ 地代又は占用料  

⑶ 防犯カメラの操作指導料 

（補助金額）  

第５条 補助金の額は、補助対象経費に２分の１を乗じて得た額（その額に１，０００円未満の

端数を生じたときは、これを切り捨てた額）を超えない範囲内において市長が定める額とし、

２００，０００円（一の補助対象事業において設置するカメラ等が１組であるときは、 

１５０，０００円）を限度とする。 

２ 一の補助対象者が交付を受けることができる補助金の交付回数は、一の年度につき１回を限

度とする。 

（交付申請書）  

第６条 大津市補助金等交付規則（平成１０年規則第３２号。以下「規則」という。）第４条第

１項の規定により市長に提出しなければならない交付申請書は、大津市防犯カメラ設置事業補

助金交付申請書（様式第１号）とする。  

２ 前項の交付申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。  

⑴ 事業実施計画書（様式第２号）  

⑵ 道路管理者の道路占用許可証の写し。ただし、私有地の場合は当該私有地所有者の承認を

証明できる書類  

⑶ 設計書、仕様書及び工事箇所又はカメラ等の設置場所を明記した図面  

⑷ 工事見積書の写し  

⑸ カメラ等の管理運用基準等  

⑹ 警察協議書（様式第３号） 

⑺ その他市長が特に必要と認めた書類  

（決定通知書）  

第７条 規則第７条第１項の規定による通知は、大津市防犯カメラ設置事業補助金交付決定通知

書（様式第４号）により行うものとする。  



２ 規則第７条第２項の規定による通知は、大津市防犯カメラ設置事業補助金交付申請棄却（却

下）決定通知書（様式第５号）により行うものとする。 

（事情変更による取消通知書等） 

第８条 規則第９条第５項の規定による通知は、大津市防犯カメラ設置事業補助金交付決定取消

通知書（様式第６号）又は大津市防犯カメラ設置事業補助金交付決定変更通知書（様式第７号）

により行うものとする。 

（補助対象事業の内容の変更等の承認申請書） 

第９条 規則第１３条第１項の規定により市長に提出しなければならない承認申請書は、大津市

防犯カメラ設置事業補助事業変更承認申請書（様式第８号）又は大津市防犯カメラ設置事業補

助事業中止（廃止）承認申請書（様式第９号）とする。  

２ 前項の承認申請書には、第６条第２項各号に掲げる書類のうち、変更のあった書類を添付す

るものとする。 

 （承認通知書等） 

第１０条 規則第１３条第２項の規定による通知は、大津市防犯カメラ設置事業補助事業変更承

認決定通知書（様式第１０号）若しくは大津市防犯カメラ設置事業補助事業中止（廃止）承認

決定通知書（様式第１１号）又は大津市防犯カメラ設置事業補助事業変更承認申請棄却（却下）

決定通知書（様式第１２号）若しくは大津市防犯カメラ設置事業補助事業中止（廃止）承認申

請棄却（却下）決定通知書（様式第１３号）により行うものとする。 

（実績報告書） 

第１１条 規則第１４条の規定により市長に提出しなければならない実績報告書は、大津市防犯

カメラ設置事業補助事業実績報告書（様式第１４号）とする。  

２ 前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。  

⑴ カメラ等の購入に要した費用に係る領収書等（明細を記したものを含む。）の写し 

⑵ プレート等を確認することができる写真を含むカメラ等設置後の現況写真  

（確定通知書）  

第１２条 規則第１５条の規定による通知は、大津市防犯カメラ設置事業補助金確定通知書（様

式第１５号）により行うものとする。 

（交付請求書）  

第１３条 規則第１８条第１項の規定により市長に提出しなければならない交付請求書は、大津

市防犯カメラ設置事業補助金交付請求書（様式第１６号）とする。 



（一括又は分割による交付請求書） 

第１４条 規則第１８条第２項において準用する同条第１項の規定により市長に提出しなければ

ならない交付請求書は、大津市防犯カメラ設置事業補助金交付請求書（様式第１７号）とする。 

（取消通知書）  

第１５条 規則第１９条第４項の規定による通知は、大津市防犯カメラ設置事業補助金交付決定

取消通知書（様式第１８号）により行うものとする。 

（返還通知書） 

第１６条 規則第２０条第１項の規定による返還の通知は、大津市防犯カメラ設置事業補助金返

還通知書（様式第１９号）により行うものとする。 

（その他） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。 

附 則 

１ この要綱は、平成２４年８月１日から施行する。 

２ この要綱は、令和１１年３月３１日限り、その効力を失う。 

附 則 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３０年７月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。ただし、附則第２項の改正規定は、同年３月 

３１日から施行する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和４年３月３１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行の際現にある改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用さ

れている書類は、改正後の様式によるものとみなす。 

３ この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使

用することができる。 

附 則 



この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和６年３月３１日から施行する。 


